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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明機能と画像投写機能とを有する照明装置であって、
　照明用の光源と、
　前記照明用の光源とは異なる画像投写用の光源を有する光源部、前記光源部からの光を
投写すべき画像情報に基づいて変調して画像を形成する画像形成部及び当該画像形成部に
よって形成された画像を投写面に拡大投写する投写レンズを有する画像投写部と、
　照明装置取り付け具に電気的に接続可能な接続部と、
　前記接続部に取り付けられ、前記照明用の光源及び前記画像投写部を内部に収容し、前
記照明用の光源からの照明光及び前記画像投写部から投写される画像を通過させる光透過
部を有するランプカバーと、
　前記照明用の光源及び前記画像投写部を制御する機能を有する制御部と、を備え、
　前記ランプカバーにおける前記光透過部のうち、少なくとも、前記画像投写部から投写
される画像が通過する画像通過領域は、高分子分散型液晶（ＰＤＬＣ：Polymer Disperse
d Liquid Crystal）で構成されており、前記ランプカバーにおける前記光透過部のうち、
前記高分子分散型液晶で構成されている領域以外の領域は、前記照明用の光源からの照明
光を拡散可能な光拡散部材で構成されていることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の照明装置において、
　前記ランプカバーは、後端部が前記接続部に取り付けられ、前記後端部とは反対側の先
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端部を含む領域に前記光透過部を有しており、
　前記画像投写部は、当該画像投写部の光軸が、前記ランプカバーの前記後端部の側と前
記先端部の側とを通るランプカバーの中心軸に一致するように設けられていることを特徴
とする照明装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の照明装置において、
　前記ランプカバーは、後端部が前記接続部に取り付けられ、前記後端部とは反対側の先
端部を含む領域に前記光透過部を有しており、
　前記照明用の光源は、複数個の固体光源で構成され、当該複数個の固体光源は、前記画
像投写部から投写される画像の通過領域から外れた位置で、かつ、前記ランプカバーの前
記後端部の側と前記先端部の側とを通るランプカバーの中心軸を囲むように配置されてい
ることを特徴とする照明装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の照明装置において、
　前記制御部は、前記照明用の光源及び前記画像投写部をそれぞれ独立して制御可能であ
って、前記照明用の光源により照明を行う照明機能と、画像投写部により画像の投写を行
う画像投写機能と、前記照明機能及び前記画像投写機能の両方を併用可能とする照明・画
像投写機能とのうちのいずれかの機能を選択的に設定可能とすることを特徴とする照明装
置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の照明装置において、
　前記制御部は、前記画像投写部による画像の投写時には前記高分子分散型液晶を透明に
するように前記高分子分散型液晶を制御する機能をさらに有することを特徴とする照明装
置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の照明装置において、
　前記制御部は、前記画像投写部による画像の非投写時には前記高分子分散型液晶が光を
分散するように前記高分子分散型液晶を制御する機能をさらに有することを特徴とする照
明装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の照明装置において、
　前記接続部は、電球取り付け用ソケット、電球取り付け用レセプタクル、引掛ローゼッ
ト又は引掛シーリングのいずれかに接続可能な接続部であることを特徴とする照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明機能と画像投写機能とを有する照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、照明機能と画像投写機能とを備えた照明装置が知られている（例えば、特許文献
１及び特許文献２参照。）。特許文献１及び特許文献２に開示されている照明装置（従来
の照明装置という。）は、照明装置に設けられているグローブの内壁面に画像投写部とし
てのプロジェクターを設け、照明用の光源をオフした場合にプロジェクターにより画像の
投写（以下、画像投写という場合もある。）が可能となるような構成となっている。
【０００３】
　具体的には、従来の照明装置は、蛍光ランプ及び豆球などの発光体を有する照明器具と
、照明器具を覆うグローブと、画像投写部とを備え、通常は、蛍光ランプ及び豆球などの
発光体を点灯して照明器具として使用し、蛍光ランプ及び豆球などの発光体を消灯すると
、画像投写部によって画像投写が可能となるものである。そして、画像投写部によって投
写される画像は、グローブの内面又は外面に投写される。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１２７８４５号公報
【特許文献２】特開２００６－８６０２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の照明装置は、照明器具の電源をオフすなわち蛍光ランプ及び豆球
などの発光体を消灯させたときのみに画像投写が可能となるため、従来の照明器具を照明
器具として使用している際には、画像投写が行えず、逆に、画像投写を行っている際には
、照明器具として機能させることができない。従って、従来の照明装置においては、画像
投写を行う場合には、当該照明器具による照明がない中でしか行うことができなかった。
このため、室内をある程度の明るさとした状態で、画像を投写するには、当該照明装置以
外の照明装置を点灯させる必要がある。
【０００６】
　このように、照明機能と画像投写機能とを備える従来の照明装置は、照明機能及び画像
投写機能が限られたものとなってしまい、照明機能と画像投写機能とを種々の状況に応じ
て多様に使用することができないといった課題がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、照明機能と画像投写機能とを備える照明装置において、照明機能と
画像投写機能とを種々の状況に応じて多様に使用することができるようにした照明装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　［１］本発明の照明装置は、照明機能と画像投写機能とを有する照明装置であって、照
明用の光源と、前記照明用の光源とは異なる画像投写用の光源を有する光源部、前記光源
部からの光を投写すべき画像情報に基づいて変調して画像を形成する画像形成部及び当該
画像形成部によって形成された画像を投写面に拡大投写する投写レンズを有する画像投写
部と、照明装置取り付け具に電気的に接続可能な接続部と、前記接続部に取り付けられ、
前記照明用の光源及び前記画像投写部を内部に収容し、前記照明用の光源からの照明光及
び前記画像投写部から投写される画像を通過させる光透過部を有するランプカバーと、前
記照明用の光源及び前記画像投写部を制御する機能を有する制御部と、を備えることを特
徴とする。
【０００９】
　本発明の照明装置によれば、画像投写部は、照明用の光源とは異なる画像投写用の光源
を有しており、また、制御部は照明用の光源及び画像投写部を制御する機能を有している
ため、照明用の光源と画像投写部とをそれぞれ独立に制御することができる。このため、
本発明によれば、照明のみを行ったり、画像投写のみを行ったり、また、照明と画像投写
とを同時に行ったりすることも可能となり、照明機能と画像投写機能とを有する照明装置
を多様に使用することができる。
【００１０】
　また、本発明の照明装置は、接続部としては、既存の照明装置取り付け具に電気的に接
続可能な接続部を用いているため、一般的な照明装置を取り付ける場合と同様に手軽に本
発明の照明装置を取り付けることができる。また、本発明の照明装置を取り外す際の取り
外しも容易であるため、取り付け場所の変更も容易である。
【００１１】
　［２］本発明の照明装置においては、前記ランプカバーは、後端部が前記接続部に取り
付けられ、前記後端部とは反対側の先端部を含む領域に前記光透過部を有しており、前記
画像投写部は、当該画像投写部の光軸が、前記ランプカバーの前記後端部の側と前記先端
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部の側とを通るランプカバーの中心軸に一致するように設けられていることが好ましい。
【００１２】
　このような構成とすることにより、照明装置を小型化することができる。また、ランプ
カバーの中心軸に沿った方向に画像投写が行えるため、画像の投写位置の設定が容易なも
のとなり、使い勝手のよい照明装置とすることができる。
【００１３】
　［３］本発明の照明装置においては、前記ランプカバーは、後端部が前記接続部に取り
付けられ、前記後端部とは反対側の先端部を含む領域に前記光透過部を有しており、前記
照明用の光源は、複数個の固体光源で構成され、当該複数個の固体光源は、前記画像投写
部から投写される画像の通過領域から外れた位置で、かつ、前記ランプカバーの前記後端
部の側と前記先端部の側とを通るランプカバーの中心軸を囲むように配置されていること
が好ましい。
【００１４】
　このような構成とすることにより、照明用の光源が画像投写部から投写される画像を遮
るのを防ぐことができる。また、照明用の光源が発する光を広範囲に照射することができ
る。
【００１５】
　［４］本発明の照明装置においては、前記制御部は、前記照明用の光源及び前記画像投
写部をそれぞれ独立して制御可能であって、前記照明用の光源により照明を行う照明機能
と、画像投写部により画像投写を行う画像投写機能と、前記照明機能及び前記画像投写機
能の両方を併用可能とする照明・画像投写機能とのうちのいずれかの機能を選択的に設定
可能とすることが好ましい。
【００１６】
　制御部がこのような機能を有することにより、照明のみを行ったり、画像投写のみを行
ったり、照明と画像投写の両方を同時に行ったりすることが可能となり、照明機能と画像
投写機能とを有する照明装置を多様に使用することができる。
【００１７】
　［５］本発明の照明装置においては、前記ランプカバーにおける前記光透過部のうち、
少なくとも、前記画像投写部から投写される画像が通過する画像通過領域は、高分子分散
型液晶（ＰＤＬＣ：Polymer Dispersed Liquid Crystal）で構成されており、前記ランプ
カバーにおける前記光透過部のうち、前記高分子分散型液晶で構成されている領域以外の
領域は、前記照明用の光源からの照明光を拡散可能な光拡散部材で構成されていることが
好ましい。
【００１８】
　このような構成とすることにより、照明を行う場合と画像投写を行う場合とに応じて、
ランプカバーの光透過部を適宜最適な状態に設定することができる。
【００１９】
　［６］本発明の照明装置においては、前記制御部は、前記画像投写部による画像の投写
時には前記高分子分散型液晶を透明にするように前記高分子分散型液晶を制御する機能を
さらに有することが好ましい。
【００２０】
　このような制御を行うことにより、画像投写を行う場合には、投写される画像を、透明
となっている高分子分散型液晶を通過させることができる。このため、鮮明な画像を投写
面（例えばテーブルの表面など）に投写することができる。
【００２１】
　［７］本発明の照明装置においては、前記制御部は、前記画像投写部による画像の非投
写時には前記高分子分散型液晶が光を分散するように前記高分子分散型液晶を制御する機
能をさらに有することが好ましい。
【００２２】
　このような制御を行うことにより、画像投写を行わずに照明のみを行う場合には、光透
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過部の全体が光を拡散するようになるため、照明光を広い範囲に拡散させることができる
。
【００２３】
　［８］本発明の照明装置においては、前記接続部は、電球取り付け用ソケット、電球取
り付け用レセプタクル、引掛ローゼット又は引掛シーリングのいずれかに接続可能な接続
部であることが好ましい。
【００２４】
　本発明の照明装置の接続部としてこのような接続部を用いることにより、本発明の照明
装置を色々な種類の照明装置取り付け具に容易に取り付けることができる。また、本発明
の照明装置を取り外す際の取り外しも容易であるため、取り付け場所の変更も容易である
。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】実施形態１に係る照明装置１０を説明するために示す図。
【図２】照明用光源１００を構成する照明用ＬＥＤ１０１の配置例について説明する図で
ある。
【図３】実施形態１に係る照明装置１０の取り付け例を説明するために示す図。
【図４】実施形態１に係る照明装置１０を操作するための操作スイッチ８００の一例を示
す図。
【図５】実施形態１に係る照明装置１０の動作を説明するために示すフローチャート。
【図６】実施形態１に係る照明装置１０の動作を説明するために示すフローチャート。
【図７】実施形態２に係る照明装置２０を説明するために示す図。
【図８】円盤状の仕切り部材４６０を取り出して示す平面図。
【図９】天井７１０に取り付けられている引掛シーリング７２０に照明装置を取り付ける
場合を説明するために示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、本発明の照明装置の実施形態について説明する。
【００２７】
　［実施形態１］
　図１は、実施形態１に係る照明装置１０を説明するために示す図である。実施形態１に
係る照明装置１０は、照明機能と画像投写機能とを有する照明装置であって、図１に示す
ように、照明用の光源（以下、照明用光源という）１００と、画像投写部２００と、既存
の照明装置取り付け具に電気的に接続可能な接続部３００と、照明用光源１００及び画像
投写部２００を内部に収容するランプカバー４００と、接続部３００を介して電力（商用
電力）を入力する電源部５００と、照明用光源１００及び画像投写部２００を制御する機
能を有する制御部６００とを備えている。電源部５００及び制御部６００もランプカバー
４００の内部に収容されている。なお、図１においては、電気的な配線は図示を省略して
いる。
【００２８】
　実施形態１に係る照明装置１０は、図１に示すように、外観的には、市販されている一
般的な電球型のＬＥＤランプ（以下、ＬＥＤ電球という場合もある。）とほぼ同様の形状
をなすものである。
【００２９】
　照明用光源１００は、複数個の固体光源（ＬＥＤとする。）１０１で構成されている。
なお、複数個のＬＥＤ１０１の配置の仕方などについては後述する。
【００３０】
　画像投写部２００は、ピコプロジェクターと呼ばれている小型のプロジェクターであり
、照明用光源１００とは異なる画像投写用の光源（白色発光ダイオードとする。）２１１
、コリメーター光学系２１２及び偏光変換素子２１３を有する光源部２１０と、光源部２
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１０からの光を投写すべき画像情報に基づいて変調して画像を形成する画像形成部２２０
及び当該画像形成部２２０によって形成された画像を図示しない投写面（例えば、テーブ
ルの表面など）に拡大投写する投写レンズ２３０を有している。なお、図１においては、
当該画像投写部２００の各構成要素は簡略化し、かつ、模式的に示されている。
【００３１】
　画像投写用の光源２１１（以下では、画像投写用光源２１１という。）は、ここでは詳
細な説明を省略するが、赤色光、緑色光及び青色光を含む白色光を射出する。コリメータ
ー光学系２１２は、画像投写用光源２１１から射出される光を平行化する光学素子である
。偏光変換素子２１３は、コリメーター光学系２１２を通過する光を偏光変換する素子で
ある。当該偏光変換素子２１３は、入射した光の偏光成分のうち一方の直線偏光成分をそ
のまま透過し、他方の直線偏光成分を光軸ａｘ１に垂直な方向に反射する偏光分離層と、
当該偏光分離層で反射された他方の直線偏光成分を光軸ａｘ１に平行な方向に反射する反
射層と、当該反射層で反射された他方の直線偏光成分を一方の直線偏光成分に変換する位
相差板とを有している。
【００３２】
　また、画像形成部２２０は、光変調素子として、透過型の液晶光変調素子が用いられる
。このため、以下では、画像形成部２２０を液晶光変調素子２２０ともいう。液晶光変調
素子２２０は、光源部２１０からの光を、投写すべき画像情報に応じて変調してフルカラ
ー画像光を射出する光変調素子である。また、液晶光変調素子２２０は、カラーフィルタ
ー（図示せず。）を有する。当該カラーフィルターは、光源部２１０からの光を画素ごと
に、赤色光、緑色光及び青色光に分離する色分離光学系としての機能を有する。なお、色
分離光学系としては他の色分離光学系を用いてもよい。
【００３３】
　また、液晶光変調素子２２０は、偏光変換素子２１３側に配置される入射側偏光板(図
示せず。)と、投写レンズ２３０側に配置される射出側偏光板(図示せず。)とを有する。
このような構成によって、各色光の光変調が行われる。
【００３４】
　また、投写レンズ２３０は、上記したように、画像形成部２２０によって形成された画
像を拡大投写するものである。なお、投写レンズ２３０として、どのようなレンズを用い
るかは特に限定されるものではないが、例えば、電極（図示せず）を有していて、当該に
印加する電圧の大きさに応じて伸縮（厚みが変化）し、それにより、焦点距離の調整（フ
ォーカス調整という。）が可能なレンズであってもよい。このようなレンズは公知であり
、例えば、２０ボルトの電圧を電極に印加すると、レンズの厚みが７５０マイクロメート
ルから３７５マイクロメートルにまで変化するものなどが存在する。
【００３５】
　このように構成されている画像投写部２００は、当該画像投写部２００の光軸ａｘ１が
、ランプカバー４００の後端部４００ａの側と先端部４００ｂの側とを通るランプカバー
の中心軸Ｌ１にほぼ一致するようにランプカバー４００内に配置されている。
【００３６】
　接続部３００は、実施形態１に係る照明装置１０においては、一般的な電球（白熱電球
、電球型蛍光ランプ及びＬＥＤ電球など）に設けられている口金（例えば「Ｅ２６」とし
て規定されている口金）であるとする。このため、実施形態１に係る照明装置１０は、こ
れら一般的な電球と同様に、接続部（口金）３００を電球取り付け用ソケットまたは電球
取り付け用レセプタクルなどの照明装置取り付け具（図示せず。）にネジ込むことによっ
て、照明装置取り付け具に接続することができる。
【００３７】
　ランプカバー４００は、当該ランプカバー４００の後端部４００ａが接続部３００に取
り付けられており、接続部３００と一体的に構成されている。また、ランプカバー４００
は、先端部４００ｂを含む所定領域が光透過部４２０となっている。光透過部４２０は、
ほぼ半球状をなし、照明用光源１００からの照明光及び画像投写部２００からの投写画像
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を通過可能としている。また、光透過部４２０と接続部（口金）３００との間はラッパ形
状の胴体部４３０が形成されている。
【００３８】
　また、ランプカバー４００における光透過部４２０のうち、少なくとも、画像投写部２
００から投写される画像が通過する画像通過領域Ａ（図１において太線で示す領域）は、
高分子分散型液晶（ＰＤＬＣ：Polymer Dispersed Liquid Crystal）４４０で構成されて
いる。また、ランプカバー４００における光透過部４２０のうち、当該高分子分散型液晶
４４０で構成される領域以外の領域Ｂ（図１参照。）は、照明用光源１００からの照明光
を拡散可能な光拡散部材４５０で構成されている。なお、光拡散部材４５０は、照明用光
源１００による照明光を拡散することができる白濁したガラスであるとする。
【００３９】
　高分子分散型液晶４４０（以下、ＰＤＬＣ４４０ともいう。）は、制御部６００によっ
て制御される。すなわち、ＰＤＬＣ４４０は通常時（非投写時とする。）においては、電
圧が非印加状態となっており、白濁した状態となっている。そして、画像の投写時には、
制御部６００から所定の電圧が与えられ、それによって、ＰＤＬＣ４４０が透明となる。
【００４０】
　また、ランプカバー４００の内部において、光透過部４２０と胴体部４３０との間には
、光透過部４２０と胴体部４３０とを仕切る円盤状の仕切り部材４６０が設けられている
。この仕切り部材４６０の裏面（胴体部４３０側の面）には、制御部６００が設けられて
いる。なお、制御部６００は、仕切り部材４６０の裏面に設置されている回路基板（図示
せず。）上に設けられている。
【００４１】
　また、仕切り部材４６０と接続部３００との間には、画像投写部２００を囲むようにヒ
ートシンク４７０が設けられている。ヒートシンク４７０は、画像投写用光源２１１から
発する熱を放熱するためのものであるが、照明用光源１００により発する熱を放熱する効
果もある。また、電源部５００の近傍には冷却用のファン４８０が設けられている。ただ
し、ファン４８０は必須なものではない。
【００４２】
　また、画像投写部２００の画像射出側（投写レンズ２３０側）には、画像投写部２００
から投写される画像を遮ることなく、当該画像を通過可能とする筒状体（円筒体とする。
）４９０が設けられている。具体的には、円筒体４９０は、当該円筒体４９０の中心軸が
ランプカバーの中心軸Ｌ１（画像投写部２００の光軸ａｘ１）に一致するように画像投写
部２００の画像射出側に設けられている。
【００４３】
　また、円筒体４９０の内部側面には、画像投写部２００から遠ざかるにつれて内径が大
きくなるようなテーパー面４９１が形成されている。なお、テーパー面４９１のテーパー
角度θは、投写レンズ２３０から射出される画像の最大の広がり角度にほぼ対応するよう
に設定されている。
【００４４】
　ところで、照明用光源１００は、上記したように、複数個のＬＥＤ１０１（以下、照明
用ＬＥＤという。）から構成されている。照明用ＬＥＤ１０１は、画像投写部２００から
投写される画像の通過領域から外れた位置で、かつ、ランプカバーの中心軸Ｌ１（画像投
写部２００の光軸ａｘ１）を囲むように配置されている。実施形態１に係る照明装置１０
においては、照明用ＬＥＤ１０１は、円筒体４９０の外側面に所定間隔で列をなすような
配置となっている。
【００４５】
　図２は、照明用光源１００を構成する照明用ＬＥＤ１０１の配置例について説明する図
である。なお、図２は図１における円筒体４９０を取り出して示す図であり、図２（ａ）
は側面図、図２（ｂ）は、円筒体４９０をランプカバー４００の先端部４００ｂ側から見
た場合を示す図である。照明用ＬＥＤ１０１は、図２に示すように、円筒体４９０の外側
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面に、それぞれ所定間隔ごとに環状をなすような配置となっている。
【００４６】
　具体的には、照明用ＬＥＤ１０１は、円筒体４９０の外側面の円周方向に沿って列をな
すような配置となっている。実施形態１に係る照明装置１０においては、円筒体４９０の
外側面において、図２（ａ）における上下方向において複数列（図１の場合は、２列とし
ている。）設けるようにしている。なお、照明用ＬＥＤ１０１は、それぞれの列において
６個とした場合が示されているが、これは、一例であって、照明用ＬＥＤ１０１の数は、
適宜設定可能である。
【００４７】
　なお、実施形態１に係る照明装置１０においては、２つの列におけるそれぞれの照明用
ＬＥＤ１０１は、円筒体４９０の中心軸に沿った方向においてそれぞれ対応する位置に配
置した例が示されているが、このような配置に限られるものではなく、それぞれの列にお
いて互い違いに配置するようにしてもよい。また、２つの列において照明用ＬＥＤの数を
異ならせるようにしてもよい。
【００４８】
　図１に説明が戻る。制御部６００は、照明用光源１００及び画像投写部２００をそれぞ
れ独立して制御可能であって、後述する操作スイッチ８００（図４参照。）をユーザーが
操作することにより、ユーザーの操作に応じて、照明用光源１００により照明を行う照明
機能と、画像投写部２００により画像投写を行う画像投写機能と、照明機能及び画像投写
機能の両方を併用可能とする照明・画像投写機能とのうちのいずれかの機能を選択的に設
定可能とする。なお、以下では、照明機能を照明モード、画像投写機能を画像投写モード
、照明機能及び画像投写機能を併用可能とする照明・画像投写機能を併用モードという場
合もある。
【００４９】
　また、制御部６００は、ＰＤＬＣ４４０を制御する機能をさらに有している。すなわち
、画像投写部２００による画像の投写時にはＰＤＬＣ４４０を透明にし、画像投写部２０
０による画像の非投写時にはＰＤＬＣ４４０が白濁して光を拡散するようにＰＤＬＣ４４
０を制御する。
【００５０】
　なお、制御部６００は、上記した各機能の他に、ネットワークなどに接続可能とするた
めの通信機能を有していてもよく、実施形態１に係る照明装置１０においては、当該通信
機能を有しているものとする。このような通信機能を有することにより、画像投写を行う
際は、投写すべき画像情報をネットワークなどから取得可能となる。
【００５１】
　制御部６００は、照明用光源１００を制御するための照明制御部（図示せず。）及び画
像投写部２００を制御するための画像投写制御部（図示せず。）の両方を組み込んだ１つ
の制御部とすることも可能であり、また、照明制御部及び画像投写制御部をそれぞれ別個
の制御部とすることも可能である。実施形態１に係る照明装置１０においては、１つの制
御部６００に、照明制御部及び画像投写制御部の両方が組み込まれているものとする。
【００５２】
　制御部６００は、照明用光源１００に対しては、当該照明用光源１００を構成する照明
用ＬＥＤ１０１の点灯・消灯制御を行うとともに、明るさの制御も可能であり、また、照
明用光源１００が複数色のＬＥＤで構成されている場合には、発光色の切り替え制御など
も可能とする。また、画像投写部２００に対しては、画像投写に関する様々な制御を行う
。これらの制御内容の具体例については後述する。
【００５３】
　このように構成されている実施形態１に係る照明装置１０は、上記したように、後述す
る操作スイッチ８００（図４参照。）をユーザーが操作することにより、照明モード、画
像投写モード、併用モードの３通りのモードのうちのいずれかのモードを選択的に設定可
能となる。
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【００５４】
　照明モードは、画像投写部２００による画像投写は行わずに照明用光源１００による照
明のみを行うモードであり、これは、実施形態１に係る照明装置１０を一般的な照明器具
と同様に使用するものである。したがって、当該照明モードにおいては、照明用光源１０
０を構成する照明用ＬＥＤ１０１のみが点灯する。なお、照明用光源１００が複数色のＬ
ＥＤによって構成されている場合には、白色光による照明は勿論のこと、複数色のうちの
特定の色のＬＥＤのみを発光させることも可能であり、２つ以上の色を組み合わせて同時
に発光させることも可能となる。このように、発光色を制御することにより、ムード照明
として利用することができる。
【００５５】
　画像投写モードは、実施形態１に係る照明装置１０を画像投写装置（プロジェクター）
として使用するものであり、この画像投写モードは、照明用光源１００による照明は行わ
ずに画像投写部２００による画像投写のみを行うモードである。当該画像投写モードにお
いては、例えば、投写するために予め用意されている好みの画像（例えば、風景や星空の
画像など）や、ネットワークなどから取得した画像などを投写することができる。また、
画像投写モードにおいては、白色無地の画像を投写することによって、白色光によるスポ
ットライト的な照明を行うこともできる。
【００５６】
　併用モードは、照明用光源１００による照明と画像投写部２００による画像投写とを併
用するものであり、このような併用モードにおいては、照明用光源１００により照明を行
いながら、好みの画像を投写するといた使い方が可能となる。
【００５７】
　このように、実施形態１に係る照明装置１０によれば、照明モード、画像投写モード及
び併用モードのうちのいずれかを、様々なシーンに合わせて選択的に設定することができ
る。このため、実施形態１に係る照明装置１０は、照明機能と画像投写機能とを種々の状
況に応じて多様に使用することができる。
【００５８】
　図３は、実施形態１に係る照明装置１０の取り付け例を説明するために示す図である。
図３は実施形態１に係る照明装置１０を一般住宅のダイニングルーム７００に取り付けた
場合を例示している。この場合、照明装置取り付け具は、ダイニングルーム７００の天井
７１０に元々取り付けられている電球取り付け用レセプタクル７２０（以下、レセプタク
ル７２０と略記する）であるとする。このため、実施形態１に係る照明装置１０は、当該
レセプタクル７２０に接続部３００（図１参照）をねじ込むことによって取り付けること
ができる。また、実施形態１に係る照明装置１０は、ダイニングルーム７００の床７３０
上に設置されているテーブル７４０の表面７４１の所定範囲を投写面として、当該投写面
に画像を投写するよう取り付けられている。
【００５９】
　また、照明装置１０は、ダイニングルーム７００の壁などに取りつけられている操作ス
イッチ８００によって操作可能となっている。すなわち、当該操作スイッチ８００により
、電源のオン／オフが可能となっているとともに、照明モード、画像投写モード及び併用
モードのうちのいずれかのモードへの切り替えが可能となっている。なお、リモートコン
トローラーを用意しておいて、当該リモートコントローラーによって操作を行うようにし
てもよい。この他、携帯端末などを利用して操作を行うようにしてもよい。
【００６０】
　図４は、実施形態１に係る照明装置１０を操作するための操作スイッチ８００の一例を
示す図である。操作スイッチ８００は、図４に示すように、実施形態１に係る照明装置１
０の電源をオン／オフするための電源スイッチ８１０と、モード切り替えスイッチ８２０
とを有している。電源スイッチ８１０は、実施形態１に係る照明装置１０に対して電力の
供給と停止を行うものである。また、モード切り替えスイッチ８２０は、実施形態１に係
る照明装置１０を上記した照明モード、画像投写モード、併用モードのうちのいずれかの
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モードへの切り替えを可能とする。
【００６１】
　なお、図４においては、モード切り替えスイッチ８２０は、回転ダイヤル式とした場合
が例示されているが、回転ダイヤル式に限られるものではなく、モードを切り替えること
ができればその形態は特に問わない。例えば、押しボタン式とすることが可能であり、押
しボタン式の場合は、照明モード、画像投写モード、併用モードのそれぞれのモードに対
応した３つの押しボタンを設けて、３つの押しボタンのいずれかを押圧操作することによ
って、当該押圧操作された押しボタンに対応したモードが選択されるようにする。
【００６２】
　また、電源スイッチ８１０をオンしたときのモードは、その時点におけるモード切り替
えスイッチ８２０の設定状態に応じて設定されるようにしてもよい。
　例えば、電源スイッチ８１０をオンする時点において、モード切り替えスイッチ８２０
が照明モードに設定されていた場合には、電源スイッチ８１０をオンすると、照明モード
に設定される。また、電源スイッチ８１０をオンする時点において、モード切り替えスイ
ッチ８２０が画像投写モードに設定されていた場合には、電源スイッチ８１０をオンする
と画像投写モードに設定されるというように、電源スイッチ８１０をオンした時点におけ
るモード切り替えスイッチ８２０の設定状態に応じたモードが設定される。
【００６３】
　また、電源スイッチ８１０をオンしたときのモードが、必ず、照明モードとなるように
することも可能である。この場合は、モード切り替えスイッチ８２０は押しボタン式であ
ることが好ましい。これは、実施形態１に係る照明装置１０の電源をオフしたときに、モ
ード切り替えスイッチ８２０が照明モードにリセットされるようなソフトウエアを作成し
ておくことで実現可能である。
【００６４】
　このようなソフトウエアを作成しておくことにより、例えば、実施形態１に係る照明装
置１０が画像投写モードの状態で使用を終了して電源スイッチ８１０がオフされたとして
も、モード切り替えスイッチ８２０は照明モードにリセットされ、次回において、実施形
態１に係る照明装置１０を使用する際に電源スイッチ８１０をオンすると、必ず照明モー
ドに設定されている状態となる。
【００６５】
　図５及び図６は、実施形態１に係る照明装置１０の動作を説明するために示すフローチ
ャートである。なお、図５及び図６に示すフローチャートは、主には照明装置１０の制御
部６００が行う動作を説明するものであるが、ユーザーが行う操作も一部含まれている。
また、図５及び図６に示すフローチャートは、電源スイッチ８１０をオンした時点におけ
るモード切り替えスイッチ８２０がどのモードに設定されているか否かを判定して、その
時点で設定されているモードに応じた処理を行う場合が示されている。
【００６６】
　電源スイッチ８１０（図４参照。）がユーザーによってオンされると（ステップＳ１）
、モード切り替えスイッチ８２０が「照明モード」に設定されているか否かを判定し（ス
テップＳ２）、照明モードに設定されている場合（ステップＳ２が「ＹＥＳ」の場合）に
は、照明用光源１００をオン（照明用ＬＥＤを点灯）させる（ステップＳ３）。これは、
実施形態１に係る照明装置１０が照明モードとなっている状態である。
【００６７】
　この状態（照明用光源１００がオンしている状態）で、モード切り替えがあったか否か
を判定するとともに（ステップＳ４）、電源スイッチ８１０がオフされたか否かを判定す
る（ステップＳ５）。そして、モード切り替えがない状態（照明モードに設定されたまま
の状態）で、かつ、電源スイッチ８１０がオフされていない場合（ステップＳ４及びステ
ップＳ５がともに「ＮＯ」の場合）には、照明モードが保持される。
【００６８】
　また、モード切り替えがない状態（照明モードに設定されたままの状態）で、電源スイ
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ッチ８１０がオフされた場合（ステップＳ４が「ＮＯ」で、ステップＳ５が「ＹＥＳ」の
場合）には、電力供給を停止させる（ステップＳ６）。それによって、実施形態１に係る
照明装置１０の動作が終了する。
【００６９】
　ところで、ステップＳ２において、照明モードの設定ではないと判定された場合（ステ
ップＳ２が「ＮＯ」の場合）には、図６の（Ａ）に移行する。すなわち、画像投写モード
の設定となっているか否かの判定を行う（ステップＳ８）。また、照明用光源１００がオ
ンしているときに、モード切り替えがあった場合（ステップＳ４が「ＹＥＳ」の場合）に
も、図６の（Ａ）に移行する。なお、照明用光源１００がオンしているときに、モード切
り替えがあった場合には、照明用光源１００をオフ（ステップＳ７）したのちに、図６の
（Ａ）に移行する。
【００７０】
　そして、図６におけるステップＳ８において、画像投写モードの設定となっていると判
定された場合（ステップＳ８が「ＹＥＳ」の場合）には、ランプカバー４００の光透過部
４２０に設けられているＰＤＬＣ４４０をオン、すなわちＰＤＬＣ４４０に所定の電圧を
印加する（ステップＳ９）。これにより、光透過部４２０に設けられているＰＤＬＣ４４
０は白濁から透明へと変化する。
【００７１】
　そして、通信機能をオンさせるとともに（ステップＳ１０）、画像投写部２００をオン
させて画像投写が可能な状態とする（ステップＳ１１）。これにより、画像投写部２００
からは画像を例えばテーブル上などに投写することができる。なお、通信機能をオンさせ
ることにより、当該実施形態１に係る照明装置１０をネットワークなどに接続することが
でき、投写したい画像をネットワークなどからも取得可能となる。
【００７２】
　そして、画像投写部２００がオンしている状態で、モード切り替えがあったか否かを判
定するとともに（ステップＳ１２）、電源スイッチ８１０がオフされたか否かを判定する
（ステップＳ１３）。そして、モード切り替えがない状態（画像投写モードに設定された
ままの状態）で、かつ、電源スイッチ８１０がオフされていない場合（ステップＳ１２及
びステップＳ１３がともに「ＮＯ」の場合）には、画像投写モードが保持される。
【００７３】
　また、モード切り替えがない状態（画像投写モードに設定されたままの状態）で、電源
スイッチ８１０がオフされた場合（ステップＳ１２が「ＮＯ」で、ステップＳ１３が「Ｙ
ＥＳ」の場合）には、図５の（Ｂ）に移行する。すなわち、図５のステップＳ６に移行し
て、電力供給を停止させる（ステップＳ６）。それによって、実施形態１に係る照明装置
１０の動作が終了する。
【００７４】
　一方、ステップＳ１２において、モード切り替えがあったと判定した場合（ステップＳ
１２が「ＹＥＳ」の場合）には、ＰＤＬＣ４４０、通信機能及び画像投写部２００をそれ
ぞれオフしたのちに（ステップＳ１４）、図５の（Ｃ）に移行する。すなわち、図５のス
テップＳ２に移行して、切り替え後のモードが照明モードか否かを判定し、切り替え後の
モードが照明モードである場合には、照明用光源１００をオンさせて（ステップＳ３）、
照明モードとなる。
【００７５】
　また、ステップＳ２において、切り替え後のモードが照明モードでないと判定した場合
には、図６の（Ａ）に移行する。すなわち、図６のステップＳ８に移行して、画像投写モ
ードか否かの判定を行う。この場合、画像投写モードからのモード切り替えであるので、
ステップＳ８においては画像投写モードではないと判定し、図６におけるステップＳ１５
に移行する。すなわち、ステップＳ１５以降の処理は併用モードにおける処理であり、当
該併用モードにおいては照明用光源１００をオン（ステップＳ１５）、ＰＤＬＣ４４０を
オン（ステップＳ１６）、通信機能をオン（ステップＳ１７）及び画像投写部２００をオ
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ンさせる（ステップＳ１８）。これにより、当該実施形態１に係る照明装置１０は、照明
と画像投写との両方を可能とする併用モードとなる。
【００７６】
　このような併用モードとなっている状態で、モード切り替えがあったか否かを判定する
とともに（ステップＳ１９）、電源スイッチ８１０がオフされたか否かを判定する（ステ
ップＳ２０）。そして、モード切り替えがない状態（併用モードとして動作している状態
）で、かつ、電源スイッチ８１０がオフされていない場合（ステップＳ１９及びステップ
Ｓ２０がともに「Ｎ０」の場合）には、併用モードが保持される。
【００７７】
　また、モード切り替えがない状態（併用モードとして動作している状態）で、電源スイ
ッチがオフされた場合（ステップＳ１９が「ＮＯ」で、ステップＳ２０が「ＹＥＳ」の場
合）には、図５の（Ｂ）に移行する。すなわち、図５におけるステップＳ６に移行してそ
の時点で電力供給をオフさせる。それによって、実施形態１に係る照明装置１０の動作が
終了する。
【００７８】
　一方、ステップＳ１９において、モード切り替えがあったと判定した場合（ステップＳ
１９おいて「ＹＥＳ」の場合）には、照明用光源１００、ＰＤＬＣ４４０、通信機能及び
画像投写部２００をそれぞれオフさせたのちに（ステップＳ２１）、図５の（Ｃ）に移行
する。すなわち、図５におけるステップＳ２に移行する。この場合、ステップＳ２におい
て、照明モードであると判定された場合には、ステップＳ３に移行し、照明モードではな
いと判定された場合には、図６の（Ａ）に移行する。
【００７９】
　ところで、図５におけるステップＳ１において電源スイッチ８１０をオンしたあと、図
５におけるステップＳ２において照明モードではないと判定された場合（ステップＳ２が
「ＮＯ」である場合）には、図６のステップＳ８に移行して、当該ステップＳ８において
画像投写モードであるか否かが判定され、画像投写モードであると判定された場合（ステ
ップＳ８が「ＹＥＳ」である場合）には、画像投写モードに移行するが、図６のステップ
Ｓ８において画像投写モードではないと判定された場合（ステップＳ８が「ＮＯ」である
場合）には、併用モードであるとして、ステップＳ１５に移行する。
【００８０】
　なお、図５及び図６に示すフローチャートにおいては、モード切り替えがあったか否か
の判定（ステップＳ４，Ｓ１２，Ｓ１９）を行った際に、それぞれモード切り替えがあっ
た場合には、当該モード（切り替え前のモード）においてオンしていた動作部（例えば、
切り替え前のモードが照明モードである場合には照明用光源１００、また、切り替え前の
モードが画像投写モードである場合にはＰＤＬＣ４４０、通信機能及び画像投写部２００
などである。）を、一旦、オフさせるようにしていた（例えば、ステップＳ７、Ｓ１４、
Ｓ２１）が、必ずしもこのような処理を行うことはない。
【００８１】
　例えば、モードの切り替えによって新たなモードとなった時点で、当該新たなモードに
おいて、照明用光源１００、ＰＤＬＣ４４０、通信機能、画像投写部２００のうちのどれ
をオンさせて、どれをオフさせればよいかを判断して、これらのオン／オフを設定するよ
うな制御としてもよい。一例としては、画像投写モードから併用モードに移行する際は、
画像投写モードでオンしていたＰＤＬＣ４４０、通信機能、画像投写部２００はそのまま
オン状態を保持させておき、照明用光源１００のみを新たにオンさせるような制御を行う
ようにしてもよい。
【００８２】
　以上説明したように、実施形態１に係る照明装置１０は、照明モード、画像投写モード
、併用モードのうちのいずれかのモードの設定が可能となる。そして、照明モードとして
設定した場合には、ランプカバー４００の光透過部４２０は、当該光透過部４２０全体が
白濁した状態となっているため、光を拡散した照明を行うことができる。一方、投写モー
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ド及び併用モードの設定とした場合には、ランプカバー４００の光透過部４２０に設けら
れているＰＤＬＣ４４０に電圧が印加されることによって、画像通過領域Ａが透明となる
ため、明瞭な画像を投写することができる。
【００８３】
　なお、画像投写を行う場合であっても、ランプカバー４００の光透過部４２０全体を白
濁させたままの状態で画像投写を行うことも可能である。このようにすることにより、画
像をわざと「ぼかす」ことができ、画像の種類やそのときの状況によっては、独特の雰囲
気を醸し出すことができるといった演出効果が得られる。
【００８４】
　また、逆に、照明のみを行う照明モードにおいても、ＰＤＬＣ４４０に電圧を印加する
ことにより、ＰＤＬＣ４４０の部分すなわち画像通過領域Ａだけを透明とすることができ
る。これにより、室内全体の照明を行いながらも、特定範囲をより明るくするスポットラ
イト的な照明も可能となる。また、制御部６００によって照明用光源１００の明るさや発
光色の制御も可能であるため、その時のシーンに応じて最適な照明を行うことができる。
【００８５】
　また、併用モードにおいては、照明と画像投写を同時に行うことができるため、様々な
演出効果が得られる。例えば、食事のときに、ほんのりとした明かりに中で、好みの画像
を投写するといった使い方もでき、生活を豊かなものとすることができる。
【００８６】
　また、実施形態１に係る照明装置１０は、接続部３００としては、既存の照明装置取り
付け具に電気的に接続可能な接続部を用いているため、一般的な照明装置を取り付ける場
合と同様に手軽に本発明の照明装置を取り付けることができる。また、実施形態１に係る
照明装置１０を取り外す際の取り外しも容易であるため、取り付け場所の変更も容易であ
る。このため、実施形態１に係る照明装置１０によれば、設置場所を選ばずどこでも光と
映像の演出ができる。
【００８７】
　［実施形態２］
　図７は、実施形態２に係る照明装置２０を説明するために示す図である。実施形態２に
係る照明装置２０は、図７に示すように、円筒体４９０を備えておらず、照明用光源１０
０を構成する照明用ＬＥＤ１０１を円盤状の仕切り部材４６０に設けるようにしている。
なお、図７においては、円筒体４９０の有無と、照明用ＬＥＤ１０１の配置が図１と異な
るだけであり、その他の構成は図１と同じであるため、同一構成要素には同一符号が付さ
れている。
【００８８】
　図８は、円盤状の仕切り部材４６０を取り出して示す平面図である。なお、図８は、円
盤状の仕切り部材４６０の表面、すなわち、仕切り部材４６０をランプカバー４００の先
端部４００ｂの側から見た場合を示している。照明用光源１００を構成する照明用ＬＥＤ
１０１は、実施形態１に係る照明装置１０の場合と同様に、画像投写部２００から投写さ
れる画像の通過領域から外れた位置で、かつ、ランプカバーの中心軸Ｌ１（画像投写部２
００の光軸ａｘ１）を囲むように配置されている。
【００８９】
 実施形態２に係る照明装置２０においては、図８に示すように、円盤状の仕切り部材４
６０の表面上において、画像投写部２００の光軸ａｘ１を中心とする円に沿って所定間隔
ごとに配置されている。また、実施形態２に係る照明装置２０においては、画像投写部２
００の光軸ａｘ１を中心とする円は、半径の異なる複数の円（この場合、２つの円Ｃ１，
Ｃ２とする。）からなり、当該２つの円Ｃ１，Ｃ２に沿って２列の配置となっている。図
８においては、円Ｃ１，Ｃ２を破線で描かれているが、この円Ｃ１，Ｃ２は説明上のもの
であり、このような円が実際に描かれているわけではない。
【００９０】
　なお、実施形態２に係る照明装置２０においては、照明用ＬＥＤ１０１は、それぞれの
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列において、６個ずつとした場合が示されているが、これは、一例であって、照明用ＬＥ
Ｄ１０１の数は、適宜設定可能である。また、図８においては、２つの円Ｃ１，Ｃ２にお
いて、それぞれの照明用ＬＥＤ１０１は円の半径方向に沿って互い違いに配置した例が示
されているが、このような配置に限られるものではない。また、２つの円Ｃ１，Ｃ２にお
いて、照明用ＬＥＤ１０１の数を異ならせるようにしてもよい。
【００９１】
　実施形態２に係る照明装置２０は、照明用ＬＥＤ１０１の配置が実施形態１に係る照明
装置１０と異なるだけであり、その他の構成及び照明装置２０としての動作などは、実施
形態１に係る照明装置１０と同様であるためその説明は省略する。
【００９２】
　以上、本発明を上記の各実施形態に基づいて説明したが、本発明は上記の各実施形態に
限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の変形実施が可能であ
り、例えば、次のような変形も可能である。
【００９３】
　（１）実施形態１に係る照明装置１０においては、照明用光源１００を構成する照明用
ＬＥＤ１０１は、円筒体４９０の外側面に設けるようにし、また、実施形態２においては
、円盤状の仕切り部材４６０の表面に設けるようにしたが、照明用ＬＥＤ１０１を設ける
場所は、これに限られるものではなく、画像投写部２００から投写される画像の通過領域
から外れた位置で、かつ、照明用ＬＥＤ１０１からの光が室内にほぼ均一に拡散できるよ
うな位置であれば、照明用ＬＥＤ１０１の設置場所は特に限定されるものではない。
【００９４】
　（２）実施形態１に係る照明装置１０の種類や形状などは、上記実施形態１において示
したような種類及び形状であることに限られるものではない。例えば、照明装置１０の形
状は実施形態１においては電球型としたが、電球型に限られるものではなく、例えば、球
形、円筒形、角型の筒状形など種々の形状とすることができる。なお、これは実施形態２
に係る照明装置２０についても同様である。
【００９５】
　（３）実施形態１に係る照明装置１０においては、照明装置１０を天井に取り付けて使
用する場合を例示したが、取り付け場所は天井に限られるものではなく、壁や柱であって
もよい。また、天井、壁、柱に設置するのではなく、ハンディライトとして用いるように
することも可能である。ハンディライトとして用いる場合には、接続部３００を当該ハン
ディライトの電球取り付け用のソケットに適合可能なものとすればよい。なお、これは実
施形態２に係る照明装置２０についても同様である。
【００９６】
　（４）実施形態１に係る照明装置１０においては、天井に直接取り付けられている照明
装置取り付け具（レセプタクル７２０）に本発明の照明装置１０を取り付けるようにした
が、これに限られるものではなく、例えば、天井から接続コードによって照明装置取り付
け具（例えば電球用ソケットなど）が吊り下げられている場合には、その電球用ソケット
に照明装置１０を取り付けるようにすることもできる。なお、これは実施形態２に係る照
明装置２０についても同様である。
【００９７】
　（５）実施形態１に係る照明装置１０においては、接続部３００は、電球取り付け用レ
セプタクルや電球取り付け用ソケットに接続可能な接続部３００（ねじ込み式の口金）と
した場合を例示したが、接続部３００としてはこれに限られるものではなく、例えば、照
明装置取り付け具として、引掛シーリングや引掛ローゼットが天井などに取り付けられて
いる場合には、当該引掛シーリングや引掛ローゼットに接続可能な接続部であってもよい
。この場合、照明装置１０，２０から接続コードを延出して、当該接続コードの先端に引
掛シーリングや引掛ローゼットに接続可能な接続部を取り付ければよい。
【００９８】
　図９は、天井７１０に取り付けられている引掛シーリング７５０に照明装置を取り付け
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る場合を説明するために示す図である。ここでは、実施形態１に係る照明装置１０を取り
付ける場合について説明するが、実施形態２に係る照明装置２０も実施形態１に係る照明
装置１０と同様に取り付けることができる。なお、図９においては、照明装置１０の内部
構成の図示は省略されている。
【００９９】
　図９に示すように、引掛シーリング７５０に照明装置１０を取り付ける場合の接続部と
しては、引掛シーリング７５０用の接続部３１０を用いる。そして、図９（ａ）に示すよ
うに、照明装置１０から接続コード７６０を延出させて、当該接続コード７６０の先端部
に引掛シーリング７５０用の接続部３１０を取り付ける。このような構成とすることによ
り、図９（ｂ）に示すように、引掛シーリング用の接続部３１０を、天井７１０に取り付
けられている引掛シーリング７５０に取り付けることができる。
【０１００】
　なお、図９においては、引掛シーリング７５０に実施形態１に係る照明装置１０を取り
付ける場合を例示したが、引掛ローゼットに実施形態１に係る照明装置１０を取り付ける
こともできる。この場合は、図示は省略するが、照明装置１０側の接続部としては引掛ロ
ーゼット用の接続部を用いればよい。
【０１０１】
　（６）投写すべき画像情報は、予め用意されている画像やネットワークなどから取得し
た画像に限られるものではなく、例えば、ＵＳＢメモリーなどによって保存した画像をパ
ーソナルコンピューター（ＰＣという。）に取り込んだのちに当該ＰＣに取り込んだ画像
情報を投写するようにしてもよく、また、もともとＰＣに保存されている画像情報を投写
することも可能である。また、無線ＬＡＮを経由して携帯端末等から画像情報を取得する
ようにしてもよいし、ＤＬＮＡ（Digital Living Network Alliance）の規格に対応させ
て、他の対応機器から画像情報を取得するようにしてもよい。
【０１０２】
　（７）実施形態１に係る照明装置１０においては、画像投写部２００は、単板式プロジ
ェクターとした場合を例示したが、ランプカバー４００内部のスペースに余裕があれば、
ＲＧＢそれぞれに対応した光変調素子を有する３板式のプロジェクターであってもよい。
この場合、画像投写用の光源としては、例えば、Ｒ（赤色）光を発光するＬＥＤ、Ｇ（緑
色）光を発光するＬＥＤ、Ｂ（青色）光を発光するＬＥＤをそれぞれの光変調素子（例え
ば、液晶光変調素子）に対応して設ける構成とする。なお、これは実施形態２に係る照明
装置２０についても同様である。
【０１０３】
　（８）実施形態１に係る照明装置１０においては、画像投写部２００における光変調素
子としては透過型の液晶光変調素子を用いた場合を例示したが、これに限られるものでは
なく、デジタルマイクロミラーデバイスや反射型の液晶光変調素子を用いたものであって
もよい。なお、これは実施形態２に係る照明装置２０についても同様である。
【符号の説明】
【０１０４】
　１０，２０・・・照明装置、１００・・・照明用の光源（照明用光源）、１０１・・・
照明用ＬＥＤ、２００・・・画像投写部、２１１・・・画像投写用の光源（画像投写用光
源）、２１２・・コリメーター光学系、２１３・・・偏光変換素子、２１０・・・光源部
、２２０・・・画像形成部、２３０・・・投写レンズ、３００，３１０・・・接続部、４
００・・・ランプカバー、４００ａ・・・ランプカバーの後端部、４００ｂ・・・ランプ
カバーの先端部、４２０・・・光透過部、４３０・・・胴体部、４４０・・・高分子分散
型液晶（ＰＤＬＣ）、４５０・・・光拡散部材、４６０・・・円盤状の仕切り部材、４７
０・・・ヒートシンク、４８０・・・ファン、４９０・・・円筒体、５００・・・電源部
、６００・・・制御部、７１０・・・天井、７２０・・・レセプタクル、７５０・・・引
掛シーリング、７６０・・・接続コード、８００・・・操作スイッチ、８１０・・・電源
スイッチ、８２０・・・モード切り替えスイッチ
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